
EUR(DttpEAN BusINESS C① 卜箕MUNITY

TME COUNCXL

東京都千代田区永田町2-3‐1

首相官邸
小泉純一郎日本国総理大臣閣下

2004年 3月 2日

独占禁止法改正案について

謹啓

欧州ビジネス協会 (EBC)は 、欧州 17ヶ 国の在日商工会議所 ・ビジネス協

会にとつての通商政策部門として、公正取引委員会により発表された独占禁

止法 (独禁法)改 正案を巡る議論を多大の関心をもつて見守つています。

EBCは 公取委案の下記の基本的考え方を支持します。

1.と りわけ独禁法違反への課徴金額を引き上げることを意図した、課

徴金制度の見直し。
2.公 取委調査に協力する企業に対する措置減免制度の導入。

3.公 取委の調査権限の強化。
4.独 占禁止法への 「不可欠施設等」原則の導入。但し、この原則の定

義と適用が国際的なベストプラクティスと一致していることを条件

として。

EBCは かねてから、対日貿易 ・投資の伸びにつながる商環境の開発には、確

固とした競争体制の整備が必要不可欠であると唱えてきました。EBCで は、

公取委案はこの方向へ向けての実際的な第一歩を踏み出すものと感じていま

す。

公取委案は国会及び日本の実業界の各方面から相当の反対に遭つていると

我々は理解しています。こうした反対に対し、EBCは 、強化された競争体制
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のメリットを総理がお忘れになることのないよう要望します。強化された競

争体制は、新規投資誘致を助け、新事業設立を支援し、日本経済の再活性化
に貢献するはずです。強化された競争体制は、経済成長に貢献する可能性を

秘めている点のみならず、国際社会に対する、近代的な開かれた経済国とし

ての日本の訴求力という点からも、必要不可欠です。

EBCは 、総理が、関連法案を今会期中に国会に提出することを目標に、国会

議員や経済団体、関係閣僚との折衝面で公取委を支援なされるよう要望しま

す。
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